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令和６年度 第２回精華町入札調査監視委員会 議事録

日時 令和６年８月２０日（火） ９時５０分～１１時２０分

場所 精華町役場 ５階 ５０１・５０２会議室

出席委員 委 員 長 岩橋 威夫（副町長）

副委員長 山口 治（事業部長）

委 員 浦本 佳行（総務部長）、大原 真仁（総務部次長）、田中

眞人（住民部長）、久保 正尚（住民部次長）、岩前 良幸

（健康福祉環境部長）、山本 勝己（事業部次長）、松井 克

浩（教育部長）、 荒深 廣一（消防長）、木村 健司（上下

水道部長）

議事概要 １．開会

２．抽出案件の検証について

３．その他

次回抽出委員の選出（大原委員を選出）

４．閉会

検証対象案件 令和６年４月１日～令和６年６月３０日に契約締結された予定価格１３

０万円未満の建設工事及び除草、剪定その他の工事に準ずる修繕案件に

関する業務

抽出案件一覧 【①町営住宅出森団地 A棟 106 号玄関扉・ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ等修繕（営繕室）】

【②令和 6年度 精華台第 1放課後児童クラブエアコン設置工事（子育

て支援課）】

【③令和 6年度 上水道緊急修繕（その 2）（上下水道課）】

検証件数 建設工事等の案件から３件（随意契約３件） ※対象件数９件

委員会意見 委員会において、具申すべき特段の意見等はない。
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議事 ●検証案件

①町営住宅出森団地 A棟 106 号玄関扉・ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ等修繕

②令和 6年度 精華台第 1放課後児童クラブエアコン設置工事

意見・質問 回答等

・落札者は他の案件で同じ現場

を工事しているから安かったの

か。

・撤去系の案件では産廃処理や

マニフェスト等でどうしてもか

かってくる費用があると思う

が、今回の価格は安すぎるなど

の問題はなかったのか。

・共通費が安いというのは現場

代理人の人件費が安いのか。

・玄関扉の規格が問題ないとい

うのはどこで判断しているの

か。

町の他の案件で同じ現場を持って

いるというのもあるかもしれませ

んが企業努力で安く見積もられて

いるのではないかと思います。

処分費は見込まれており、町の設計

書と業者から提出された内訳書を

比較したところ、共通費が安く見込

まれていました。

人件費ではなく、今回の落札業者は

近接する味噌柿団地の屋根外壁改

修工事を落札されているので、経費

を低減されたと想定しています。

承認図の提出を求めているのでそ

こで判断しました。

意見・質問 回答等

・この仕様の型番はどうしてこ

の型番を選んだのか。

放課後児童クラブの面積に応じた

能力であるということと、参考見積

で示された型番を参考に放課後児

童クラブ側と話をして選んだのが
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③令和 6年度 上水道緊急修繕（その 2）（上下水道課）

・参考見積は何者からとったの

か。

・２者以上取ろうと思わなかっ
たのか。

・急いでいるというのは理由に
ならないので以後、気を付ける

こと。

この型番です。

(株)モリタ電化１者です。

これから暑くなる時期で、どうして

も７月にはエアコン設置を完了さ

せたかったので、実績のある１者の

見積で事務を行いました。

意見・質問 回答等

・本案件の説明をもう一度して

ほしい。

・工期中に発生する修繕等は小

分けで発注をするのか。

・今回の案件は随意契約された

当初契約の時点でまだ追加等が

発生していない想定分というこ

本案件は一般競争入札の上水道待

機業務の期間中に緊急を要する作

業が発生した場合に即時に対応が

求められる緊急対応の修繕工事と

なっております。

契約の相手方は、上水道待機業務を

受注している業者を選定しました。

当初契約は仮想設計で契約してい

るので、修繕が必要となればその都

度、工事指示書により、作業を行い

最終的に変更契約を行い精算しま

す。

その通りです。
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とか。

・そもそも業者が確定している

のであれば待機業務と緊急修繕

工事の２つの契約は必要ないの

ではないか。

・水道というのはどこの町にも

あると思うが、他の町を研究し

て、こういった形態が多いから

採用しているのか。

・待機業務の入札案件での業者

側の反応はどういったものがあ

ったか。

・参加の要件はどのような制限

をかけたのか。

・精華町水道指定給水装置工事

事業者の指定を受けている必要

はないのか。

漏水が発生した際に、緊急で現場に

駆けつける 24 時間体制の配置をす

るというのが待機業務です。今回の

案件は上水道において緊急工事が

必要となった場合に行う工事であ

り、別途随意契約を行っています。

そういったわけではなく、隣の木津

川市だと法人格を持った組合があ

り、そこと一者随意契約を結びその

中で緊急修繕を回しています。我々

もそうしたいのですが、任意なので

そういった形では現状できていま

せん。

５月に入札執行した際の参加者は

７者で１者が辞退しました。

町内業者で管工事の許可を有して

いる業者です。３０分以内に現場に

来れることと技術者の要件で給水

装置工事の資格を求めています。

必要となります。


